
厚生労働大臣の定める院内掲示事項  

（令和８年６月１日現在）  

 

当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。  

   

Ⅰ  管理者の氏名 理事長 山本 二平   

診療に従事する医師  院長 林 敏昭 

                    万袋 昌良 

山本 修平  

診療科  内科・化器科・放射線科    

病床数  19 床                     

診療日   平日   9 時～12 時 、15 時～17 時           

土曜日 9 時～12 時 

休診日  土曜日午後、日祝、他別に案内する日（お盆、お末年始） 

                  

Ⅱ 当院は中国四国厚生局⾧に下記の届出をおこなっております。   

◆時間外対応加算１  

◆生活習慣病管理料 1・2  

◆明細書発行体制等加算  

◆特定疾患療養管理料  

◆在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料   

◆外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）  

  

Ⅲ 明細書発行体制について   

医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の

際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。   

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですのでそ

の点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を

含めて、明細書の発行を希望の方は会計窓口にてその旨お申し出ください。   

  

Ⅳ 夜間早朝等加算   

当院は、診療時間を定めています。平日 18 時以降、土曜日 12 時以降、日曜日及

び祝日に関しては、夜間早朝等加算(初診、再診ともに)を頂戴しています。   

 



 

Ⅴ 一般名処方について   

院外処方においては、有効成分が同じである複数の医薬品から選択できるように 

「一般名処方」とさせて頂きます。  

Ⅵ 後発医薬品使用体制について   

当院では、後発医薬品の使用促進を図り、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を

実施しています。また医薬品供給不足発生時に、医薬品の処方変更等に関して、適切

に対応できる体制を整備しております。  

  

Ⅶ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）について   

当院では、医療現場で働くスタッフの賃金を改善し、より良い医療を継続的に提供

するため、厚生局に「外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）」の届出を行い、算定を開

始しています。この評価料による収入は、制度の定めに基づき、すべて対象職員（医

師を除く）の賃金改善（ベースアップ）に充てられます。そのため、診療報酬上、患

者様の窓口負担が数十円程度増える場合があります。ご理解とご協力のほど、よろし

くお願い申し上げます。  

  

Ⅷ 入院基本料について   当院は厚生労働大臣が定める基準による看護を行っている医

療機関です。  

施設基準に関する事項   

◆有床診療所入院基本料 1   

◆夜間緊急体制確保加算  

◆夜間看護配置加算 2  

◆看護補助配置加算 1  

◆患者サポート体制充実加算  

◆有床診療所在宅患者支援病床初期加算  

◆有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算  

  

◆その他  

 掲示内容の他、以下のようなご不明点、ご相談等がございましたら当院までお問合せ

ください。  

・症状、不調、生活習慣、栄養等について  

・各種予防接種について  

・介護支援専門員及び相談支援専門員からのご相談   


